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次

告
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○
結
核
予
防
法
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づ
く
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
社
会
福
祉
村
と
総
称
す
る
件
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
甲
府
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
甲
府
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

人
事
委
員
会

第
六
十
八
回
（
平
成
十
八
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施
に

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
四

つ
い
て

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
一
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ
ズ
薬
局
富
士
吉
田
店

富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
十
番
地
二
号

山
梨
県
告
示
第
二
号

山
梨
県
社
会
福
祉
村
と
総
称
す
る
件
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

九
を
十
と
し
、
六
か
ら
八
ま
で
を
七
か
ら
九
ま
で
と
し
、
五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
　
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家

山
梨
県
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
御
坂
町
二
之
宮
字
柳
田
一
四
一
四
番
四
、
一
四
一
四
番
一
一
、
一
四
一
七
番
六

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
六
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
　
最
小
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

五
三
・
二
三
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
梨
さ
く
ら
の
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
茂

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
飯
田
五
丁
目
五
番
二
十
七
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

一
月
十
一
日

第
千
七
百
二
十
七
号

木　曜　日



４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
花
で
あ
る
さ
く
ら
を
愛
す
る
心
を
広
く
県
民
に
呼
び
か
け
保
存
、
育
成
を
図

り
、
山
梨
県
の
自
然
環
境
の
保
護
と
自
然
を
生
か
し
た
ま
ち
造
り
の
推
進
に
努
め
国
際
親
善
と

『
ふ
る
さ
と
さ
く
ら
の
杜
づ
く
り
』
運
動
の
実
現
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
ゆ
り
大
月

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
澤
節
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
大
月
市
大
月
町
花
咲
千
四
百
四
十
番
地
五

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
等
に
対
し
て
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
則
り
事
業
を
行
い
就
労
の

支
援
や
日
常
生
活
等
の
支
援
を
行
い
通
所
者
の
自
立
と
社
会
参
加
を
図
り
障
害
者
と
そ
の
家
族
が

地
域
に
お
い
て
普
通
の
生
活
が
出
来
る
よ
う
な
地
域
福
祉
の
発
展
と
充
実
に
寄
与
す
る
事
を
目
的

と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
廃
止

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の

五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

番
　
　
　
号

介
護
用
品
の
店

山
梨
市
上
神
内

一
九
七
〇
二
〇
〇

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
八
年
十
月

一
古
屋

川
一
五
番
地
一

一
八
二

十
八
日

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
八
年
十
月

ク

丁
目
一
番
一
一

五
七
七

し
）

三
十
一
日

号

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
八
年
十
月

ク

丁
目
一
番
一
一

五
七
七

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
三
十
一
日

号

し
）

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
〇
四

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
八
年
十
月

ク

丁
目
一
番
一
一

五
七
七

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

号

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
〇
四

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
八
年
十
月

ク

丁
目
一
番
一
一

五
七
七

養
管
理
指
導
（
み
三
十
一
日

号

な
し
）

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
〇
四

介
護
予
防
訪
問
看
平
成
十
八
年
十
月

ク

丁
目
一
番
一
一

五
七
七

護
（
み
な
し
）

三
十
一
日

号

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
〇
四

介
護
予
防
訪
問
リ
平
成
十
八
年
十
月

ク

丁
目
一
番
一
一

五
七
七

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
三
十
一
日

号

ン
（
み
な
し
）

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
春
日
居

一
九
七
一
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

町
加
茂
七
七
番

〇
一
四

三
十
一
日

春
日
居
支
所

地
一

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
春
日
居

一
九
七
一
八
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

町
加
茂
七
七
番

〇
一
四

護

三
十
一
日

春
日
居
支
所

地
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

二



笛
吹
市
指
定
居

笛
吹
市
春
日
居

一
九
七
一
八
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
月

宅
介
護
支
援
事

町
加
茂
七
七
番

〇
三
〇

三
十
一
日

業
所
春
日
居
支

地
一

所笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
石
和
町

一
九
七
一
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

小
石
和
七
五
一

〇
四
八

三
十
一
日

石
和
支
所

番
地

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
石
和
町

一
九
七
一
八
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

小
石
和
七
五
一

〇
四
八

護

三
十
一
日

石
和
支
所

番
地

笛
吹
市
指
定
居

笛
吹
市
石
和
町

一
九
七
一
八
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
月

宅
介
護
支
援
事

小
石
和
七
五
一

〇
六
三

三
十
一
日

業
所
石
和
支
所

番
地

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
八
代
町

一
九
七
一
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

南
三
二
六
番
地

〇
七
一

三
十
一
日

八
代
支
所

一

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
八
代
町

一
九
七
一
八
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

南
三
二
六
番
地

〇
七
一

護

三
十
一
日

八
代
支
所

一

笛
吹
市
指
定
居

笛
吹
市
八
代
町

一
九
七
一
八
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
月

宅
介
護
支
援
事

南
三
二
六
番
地

〇
九
七

三
十
一
日

業
所
八
代
支
所

一

笛
吹
市
指
定
居

笛
吹
市
一
宮
町

一
九
七
一
八
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
月

宅
介
護
支
援
事

末
木
八
三
九
番

一
〇
五

三
十
一
日

業
所
一
宮
支
所

地
一

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
境
川
町

一
九
七
一
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

藤
垈
二
五
八
八

一
一
三

三
十
一
日

境
川
支
所

番
地

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
境
川
町

一
九
七
一
八
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

藤
垈
二
五
八
八

一
一
三

護

三
十
一
日

境
川
支
所

番
地

笛
吹
市
指
定
居

笛
吹
市
境
川
町

一
九
七
一
八
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
月

宅
介
護
支
援
事

藤
垈
二
五
八
八

一
三
九

三
十
一
日

業
所
境
川
支
所

番
地

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
御
坂
町

一
九
七
一
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

栗
合
八
七
番
地

一
四
七

三
十
一
日

御
坂
支
所
「
あ

お
ぞ
ら
」

笛
吹
市
指
定
訪

笛
吹
市
御
坂
町

一
九
七
一
八
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
八
年
十
月

問
介
護
事
業
所

栗
合
八
七
番
地

一
四
七

護

三
十
一
日

御
坂
支
所
「
あ

お
ぞ
ら
」

笛
吹
市
指
定
居

笛
吹
市
御
坂
町

一
九
七
一
八
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
月

宅
介
護
支
援
事

栗
合
八
七
番
地

一
七
〇

三
十
一
日

業
所
御
坂
支
所

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
十
一
月
十
六
日
付
け
で
身
延
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
二
千
五
百
分
の
一
修
正
数
値
図
化
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
全
域

'

甲
府
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

三



次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
都
市
計
画

の
変
更
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
都
市
計
画
の
種
類

甲
府
都
市
計
画
区
域
区
分

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課

甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
中
北
建
設
事
務
所
都
市
整
備
課

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
五
百
四
十
二
番
地
二
号
　
昭
和
町
都
市
計
画
課

四
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

'

甲
府
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決

定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知

事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
都
市
計
画
の
種
類

甲
府
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

（
昭
和
町
常
永
土
地
区
画
整
理
事
業
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課

甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
中
北
建
設
事
務
所
都
市
整
備
課

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
五
百
四
十
二
番
地
二
号
　
昭
和
町
都
市
計
画
課

四
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

人
事
委
員
会

'

第
六
十
八
回
（
平
成
十
八
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

第
六
十
八
回
（
平
成
十
八
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。平

成
十
九
年
一
月
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

四



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

五



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

六



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

七



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

八



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
二
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

一
〇


